
 

 

平成２５年度「鶴見区在宅サービスセンター清掃業務」にかかる委託業者募集のお知らせ 

 

 鶴見区在宅サービスセンターの「清掃業務」にかかる委託業者を次により募集しますので

お知らせします。 

 

記 

 

１．入札案件名    

鶴見区在宅サービスセンター清掃業務委託 

 

２．業務内容 

   別紙仕様書のとおり 

                   

３．履行期間 

   別紙仕様書のとおり       

 

４．入札参加資格    

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 11第１項において準用する

同令第 167条の４の規定に該当しない者。 

（２）大阪市の入札参加資格者名簿に「01 建物等各種施設管理 01 建物等清掃 01 庁舎清

掃」で登録していること。また、登録している者でも入札日現在、指名停止措置並び

に入札除外措置の対象でない者。 

（３）大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。 

（４）その他入札参加に不適当と認められる者でないこと。 

         

５．入札参加申請等の手続き    

 （１）入札参加申込 

     ①期  間    平成２５年１月３０日（水）～平成２５年２月１３日（水）

午前９時～午後５時 

                 ※ただし、最終日は午後３時までとします。 

     ②申請書交付場所   （社福）鶴見区社会福祉協議会提出先窓口 

                大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１２号 

                鶴見区在宅サービスセンター内 

③提 出 先   （社福）大阪市鶴見区社会福祉協議会 

                 大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１２号 

                 鶴見区在宅サービスセンター内 

                 電話：０６－６９１３－７０７０ 

     ④そ の 他   平成２５年２月１８日（月）までに資格通知します。 

 



 

 （２）入札日 

     ・日  時   平成２５年２月２６日（火）午前 10 時 00 分 

     ・場  所   大阪市鶴見区社会福祉協議会 3 階 会議室 

              大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１２号 

              鶴見区在宅サービスセンター内 

          

５．問い合わせ先   （社福）大阪市鶴見区社会福祉協議会 吉田 

                   ＴＥＬ：０６－６９１３－７０７０ 

                   ＦＡＸ：０６－６９１３－７６７６ 

 

６．その他事項  

   （１）公募型指名競争入札の申請書類の作成及び提出に掛かる費用は、申請者の負担と

する。 

  （２）開札後落札までに、参加者（参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。）

が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格

を有しないもののした入札とみなし無効とする。 

  （３）落札後、契約締結までに、落札者が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等

除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 

  （４）契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市暴力団等排除措置要綱に基

づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。 


